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※掲載している事業は、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。

さい く

問合せ●西区コミュニティ課　Ｔ620・2620  Ｆ620・2671

｢西区ナイトマルシェ｣が始まります
　西区産の新鮮・採れたて野菜などを手軽に購入できる、「西区ナイトマルシェ(夜市)」を開催します！
　６月からスタートし、今後毎月24日(にしの日)に、JR西大宮駅北口前で行います。ご帰宅の際などに、ぜひお立ち寄りください！

　静寂な杉木立や
斜面の林に咲く、
380品種を超える
多種多様な西区の
花「アジサイ」を観
賞することができま
す。また、アジサイ
の人気投票や各種資料の展示、アジサイ鉢苗販売なども
行います。

　RB大宮アルディージャでは、日頃の感謝を込めてホームタウン
の皆さまへ招待チケット企画を実施します！
　たくさんのご応募をお待ちしています！

　認知症等の高齢者や知的・精神障害などにより、ご自身
で判断することが不安な方のご自宅などへ定期的に訪問し
て、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭の支払いな
どの支援を行います。

の 、生活支援員を募集します2025指扇アジサイまつり

▲応募はこちら

日　時●6月21日㈯・22日㈰ 10時～15時
会　場●指扇氷川神社(指扇2810)
アクセス●JR川越線「指扇駅」から徒歩10分、
　　　　西武バス「赤羽根」から徒歩３分
問合せ●氷川の森 花の友
　　　　石川 Ｔ・Ｆ 624・9035

出店する店舗や販
売品目は右記二次
元コードからご確
認ください。

毎月24日開催！

※募集要項はさいたま市
　社会福祉協議会のホー
　ムページ(右記二次元
　コード)からご確認く
　ださい。

※応募にはJリーグID(無料)が必要です。

勤務場所●さいたま市社会福祉協議会西区事務所から利
　　　　　用者宅等
待　　遇●時給1,078円
応募方法●募集要項を確認の上、履歴書を本人がさいた
　　　　　ま市社会福祉協議会権利擁護推進課へ持参

RB大宮アルディージャからのお知らせ

対象試合●①6/21㈯ サガン鳥栖戦
　　　　   ②7/5㈯ いわきFC戦
応募期限●①6/11㈬23:59まで
　　　　　②6/25㈬23:59まで
招 待 数●各試合1,000組2,000人(抽選)
招待席種●ホームサポーターゾーンまたはホームバックSA自由
申 込 み●専用応募フォームからお申し込みください。　

節 開催日時 対戦相手
第17節 6/8㈰ 14:00 愛媛FC
第20節 6/21㈯ 19:00 サガン鳥栖
第22節 7/5㈯ 19:00 いわきFC

RB 大宮アルディージャ ホームゲーム情報
明治安田 J2リーグ

開催日時●6月24日㈫　16時～19時
場　　所●JR西大宮駅北口前

市民活動ネットワーク登録団体からのお知らせ

問合せ●さいたま市社会福祉協議会 権利擁護推進課
　　　　(浦和区常盤9-30-22 浦和ふれあい館)
　　　　Ｔ835・1315 Ｆ835・5282

さいたま市5区招待企画実施のお知らせ

　スタジアム●NACK5スタジアム大宮
　　　　　　  （大宮区高鼻町４）

問合せ▶RB大宮アルディージャインフォメーションナビダイヤルＴ0570･003839 Ｆ621･3055（祝・休日を除く火～金の10時～18時）

 



水と緑と花のまち  西区
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健康応援！いきいきシニア情報！
高齢者すこやか運動教室

※天候不良時の実施可否については、西区高齢介護課までお問い合わせください。
※参加前の体調確認をお願いします。マスク着用を推奨します。

内容・対象 日　時 会　場

無理なく楽しく運動する介護予防教室です。動き
やすい服装で、飲み物とタオルをお持ちの上、当
日直接会場へお越しください。65歳以上の方対象。
参加費は無料です。

 6/6・13 ㈮　10:00 ～ 11:30 植水公民館 コミュニティ広場
※雨天中止

 6/13・20 ㈮　10:00 ～ 11:30 内野公民館 多目的ホール
※運動に適した室内履きをご準備ください

 6/13・20 ㈮　10:00 ～ 11:30 滝沼川第２遊水地 遊水地西側
※雨天中止

 6/13・27 ㈮　10:00 ～ 11:30 プラザ中央公園 公園南側
※雨天中止

問合せ●西区高齢介護課 Ｔ620･2668 Ｆ620･2762

　こんにちは区長 です

　区の花であるアジサイが見頃の季節になりました。区内のアジサイの
名所に足を運んでみてはいかがでしょうか。
　今月は民生委員・児童委員をご紹介します。
　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において住
民の立場に立った相談や必要な援助を行い、社会福祉の増進に努め、児
童委員を兼ねています。
　現在、西区では１０６名の方が民生委員・児童委員として委嘱されています。
　自らも地域住民の一員として、担当区域にお住まいの方々の生活上の
様々な相談に応じ、適切な支援やサービスの「つなぎ役」としての役割を
担っています。また、子どもたちや高齢者世帯等の見守りや安否確認、子育ての不安や妊娠中の心配事の相談や支援など、
幅広い福祉活動においてボランティアで活躍しています。
　民生委員・児童委員の皆さん、いつも地域福祉の向上にご尽力をいただき、ありがとうございます。

▲西区民生委員児童委員協議会役員の皆さんとともに

問合せ●総務省 関東総合通信局　不法無線局による混信・妨害→電波利用環境課　Ｔ03・6238・1939
　　　　　　　　　　　　　　　 テレビ・ラジオの受信障害　→放送課　　　　　Ｔ03・6238・1945

技適マーク▶

　総務省では、6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、「STOP THE 不法電波！」
をキャッチフレーズに、電波を正しく利用していただくための周知・啓発活動及び不法無線局の取締りを強化しています。
安全で豊かな社会を実現するために、電波のルールを守り、正しく使いましょう。

<電波の3つのルール>
　①無線機器を使用の際は、「技適マーク」の確認を。
　②外国規格の無線機にはご注意を。
　③電波の利用には、原則、免許が必要です。

関東総合通信局からのお知らせ

▲詳細はこちら

問合せ●西区コミュニティ課　Ｔ620・2621  Ｆ620・2671

　自治会は、交通事故を防止するための活動や犯罪からまちを守るための防犯パトロール、
地震等の災害に備える防災活動、夏祭り、地域の交流や親睦を深めるレクリエーション活動
など、自分たちの地域が少しでも暮らしやすくなるように活動しています。
　私たちの生活は、自治会の活動によって支えられていることがたくさんあります。自治会
に加入して、同じ地域に暮らす仲間と一緒に住みよいまちづくりに参加してみませんか。

自治会に加入しましょう！ 　　
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